
１．はじめに

台湾は日本同様にコメが主食であり，コメの重要
性は高いです。台湾のコメは二期作で栽培されてい
ます。1960年代以降，台湾はめざましい経済成長を
とげますが，それに伴い台湾のコメ消費量は減少し，
日本同様にコメ過剰という事態に直面しています。

台湾は1984年から生産調整を導入してコメ過剰に
対応しようと試みています。さらに生産調整も休耕
主体から転作全体へと変化しています。ここでは近
年の台湾のコメをめぐる状況について報告します。

２．台湾の１人当たりコメ消費量

台湾の１人当たりコメ消費量は1967年にピーク
（141kg。日本は113kg）となり，それ以降は減少し
ています。特に1970年代後半以降の減少は急速で，
74年の134kgから91年の63kgへと僅か17年で半
減しています。日本も1962年以降減少傾向ですが，
減少速度は台湾と較べると緩やかです。台湾と日本
の消費量は85年に逆転し，2013年には台湾が45kg，
日本が63kgです。

３．政府買上制度

台湾のコメ消費量は1975年頃まで増加し続ける
が，生産量は68年を境に減少局面に入り，供給の余
裕（生産量マイナス消費量）は減少し続け，73年に
は23万トンにまで減少しました。このため，生産量
を確保すべく政府買上制度が1974年に導入されま
した。同制度は現在も続けられており，買上米の
全生産量に対する比率はおおむね20％程度で推移し
ています。

政府買上には計画買上，補導買上，余剰買上の三
つがあります。政府は農民からコメを買い上げるに
あたり，あらかじめ生産面積当たりの買上数量の上
限と買上価格を明示します。買上価格は，計画買上
は2015年にジャポニカ米は１kg当たり26元，イン
ディカ米は25元であり，補導買上は同年にジャポニ
カ米は23元，インディカ米は22元でした。余剰買上
は2013年にジャポニカ米は１kg当たり21.6元，イン
ディカ米は20.6元でした。面積当たりの買上量はヘ
クタール当たりで，計画買上は第一期作が2,000kg
まで，第二期作が1,500kgまで，補導買上は第一期
作が1,200kgまで，第二期作が800kgまで，余剰買上
は第一期作が3,000kgまで，第二期作が2,400kgまで
でした （2013年）。
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第１図　台湾と日本の年間1人当たりコメ消費量（kg）
資料：台湾行政院農業委員会，農林水産省.
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第２図　精米生産と消費（万トン）
資料：台湾行政院農業委員会.
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４．生産調整

政府買上制度が導入されて以降，コ
メ生産は過剰となり，財政負担も過大
になったため1984年からコメの生産
調整制度が実施されました。台湾の稲
作は二期作なので，毎年各期が生産調
整の対象となります。生産調整は，米
の代わりに他の作物を栽培する転作と
休耕に大別されます。1984年から97年
一期までは転作に重点を置いた生産調
整が推進されましたが，97年二期以降
は休耕を主体とする生産調整へと転換
しました。当時は転作でコメ以外の作
物を生産すると22,000元/ha，休耕し
て緑肥を栽培すると45,000元/haが支
払われました。転作は種子代，機械償
却費，労働費等のコストがかかるが，
休耕のコストは低く，また手間も労賃
もはるかに少ないので休耕に誘因が働
く補助金体系でした。

1984年より2008年にかけて生産調整面積はほぼ一
貫して増加しましたが，上記の理由により，1984
年から95年にかけては転作面積のほうが休耕面積
より大きかったものが逆転し，2000年以降は休耕面
積が転作面積の２倍以上の水準となりました。その
後も2008年にかけて休耕面積が増加する一方，転作
面積は減少し続けました。2008年において休耕面積
が22万haであるのに対し転作面積は４万haとなり，
休耕が生産調整面積の８割を占めるまでに至りまし
た。また，生産調整比率も50％程度にまで達しまし
た。同年に政権交代により成立した馬英九政権は，
休耕主体の生産調整から転作により水田に他作物を
増産する方向へと転換しました。転作で飼料用トウ
モロコシを生産する場合の転作奨励金単価が，従来
の22,000元/haから，45,000元/haへと引き上げられ
ました。2012年には，転作で大豆を生産する場合の
転作奨励金単価が45,000元/haとされました。2013
年には短期経済林45,000元/ha，サトウキビ30,000
元/ha，枝豆35,000元/haの転作奨励金単価が設定さ
れ，2014年には小麦，そば，亜麻，はと麦，仙草に
45,000元/haが設定され，転作奨励金の単価は大き
く引き上げられました。他方，休耕への補助につい
ては45,000元/haで据え置かれたうえ，2013年より
休耕奨励金の支払い対象となるのは，１年間のうち

のいずれか１作期についてのみとされました。更に，
2016年には休耕奨励金の支払いの上限が３haとさ
れました。

以上に述べた馬英九政権の政策の効果によって，
転作面積が増加し，休耕面積は減少しているものと
考えられます。

５．まとめ

台湾では経済成長に伴い，コメ消費量は1975年頃
まで増加し続けるが，生産量は1968年を境に減少局
面に入りました。生産量の確保のため政府買上制度
が1974年に導入され，現在も続けられています。買
上米の全生産量に対する比率は20％程度で推移して
います。政府買上制度が導入されてから，コメ生産
は過剰傾向となり，財政負担も過大になったので
1984年からコメの生産調整制度が実施されました。
1984年から95年にかけては転作面積のほうが休耕面
積より大きかったが，2000年以降は休耕面積が転作
面積の２倍以上となりました。2008年に成立した馬
英九政権は，休耕主体から転作主体の生産調整へと
転換しました。馬政権政策の一連の政策の効果に
よって，転作面積が増加し，休耕面積は減少してい
ると考えられます。

第１表　生産調整面積の推移
（単位： 万ha，％）

生産調整面積 水稲栽培
面積 総面積 生産調整

比率休耕 転作 合計
1984 0.57 5.95 6.52 58.72 65.24 10.0 
1985 1.59 8.11 9.70 56.44 66.14 14.7 
1990 8.18 10.03 18.21 45.54 63.75 28.6 
1995 6.10 11.54 17.63 36.35 53.98 32.7 
2000 12.95 5.25 18.20 33.99 52.19 34.9 
2001 13.64 5.25 18.89 33.15 52.04 36.3 
2002 16.72 5.39 22.11 30.66 52.77 41.9 
2003 19.61 4.77 24.83 27.66 52.49 47.3 
2004 23.99 4.15 28.14 23.78 51.92 54.2 
2005 21.57 4.25 25.82 26.90 52.72 49.0 
2006 22.22 4.27 26.49 26.32 52.81 50.2 
2007 22.26 3.92 26.18 26.01 52.19 50.2 
2008 22.16 3.98 26.14 25.23 51.37 50.6 
2009 21.37 25.54 
2010 20.65 24.39 
2011 25.43 
2012 26.08 
2013 27.03 
2014 27.11 
2015 25.19 

資料：休耕・転作面積の原点は台湾行政院農業委員会.
注. 2011年以降の生産調整面積は公表されていない.
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概要



文書のアクセシビリティの完全性を損なう可能性がある問題点が検出されました。





		手動チェックが必要: 2



		手動チェックに合格: 0



		手動チェックに不合格: 0



		スキップ: 1



		合格: 14



		不合格: 15







詳細レポート





		文書





		ルール名		ステータス		説明



		アクセシビリティ権限フラグ		合格		アクセシビリティ権限フラグの設定が必要



		画像のみの PDF		合格		文書が画像のみの PDF ではない



		タグ付き PDF		不合格		文書がタグ付き PDF である



		論理的な読み上げ順序		手動チェックが必要		文書構造により論理的な読み上げ順序が決まる



		優先言語		合格		テキスト言語の指定



		タイトル		合格		文書のタイトルがタイトルバーに表示されている



		しおり		合格		大きい文書にしおりが存在する



		色のコントラスト		手動チェックが必要		文書の色のコントラストが適切である



		ページコンテンツ





		ルール名		ステータス		説明



		タグ付きコンテンツ		不合格		すべてのページコンテンツがタグ付けされている



		タグ付き注釈		合格		すべての注釈がタグ付けされている



		タブの順序		不合格		タブの順序と構造の順序が一致している



		文字エンコーディング		合格		確実な文字エンコーディングの指定



		タグ付きマルチメディア		合格		すべてのマルチメディアオブジェクトがタグ付けされている



		画面のちらつき		合格		ページで画面のちらつきが発生しない



		スクリプト		合格		アクセシブルではないスクリプトなし



		時間制限のある応答		合格		ページが時間制限のある応答を必要としない



		ナビゲーションリンク		合格		ナビゲーションリンクが繰り返し使用されていない



		フォーム





		ルール名		ステータス		説明



		タグ付きフォームフィールド		合格		すべてのフォームフィールドがタグ付けされている



		フィールドの説明		合格		すべてのフォームフィールドに説明がある



		代替テキスト





		ルール名		ステータス		説明



		図の代替テキスト		不合格		図に代替テキストが必要



		ネストされた代替テキスト		不合格		読み上げられない代替テキスト



		コンテンツに関連付けられている		不合格		代替テキストはいくつかのコンテンツに関連付けられている必要がある



		注釈を隠している		不合格		代替テキストが注釈を隠していない



		その他の要素の代替テキスト		不合格		代替テキストが必要なその他の要素



		テーブル





		ルール名		ステータス		説明



		行		不合格		TR が Table、THead、TBody または TFoot の子である必要がある



		TH と TD		不合格		TH と TD が TR の子である必要がある



		ヘッダー		不合格		テーブルにヘッダーが必要



		規則性		不合格		テーブル内の各行の列数と各列の行数が同じである必要がある



		概要		スキップ		テーブルに概要が必要



		箇条書き





		ルール名		ステータス		説明



		箇条書き項目		不合格		LI は L の子である必要がある



		Lbl と LBody		不合格		Lbl と LBody は LI の子である必要がある



		見出し





		ルール名		ステータス		説明



		適切なネスト		不合格		適切なネスト










先頭に戻る

